
 

 

 

 

 当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。 

 

記 

 

当社における「重要な会社情報の適時開示」については、経理財務担当取締役を情報取扱

責任者として据え、経理財務担当取締役の指揮のもとに業務部が担当しております。 

その具体的な会社の手続きは以下のとおりであります。 

 

決定事実・決算情報              発生事実 

当社役職員、各グループ会社役職員 

↓報告  ↓報告 
（情報のとりまとめ）各本部本部長、各グループ会社社長 

↓報告  ↓報告 
（情報の集約・管理）経理財務担当取締役 

↓ 
（重要性及び適時開示情報の検討）取締役社長、経理財務担当取締役 
当該案件担当役員、担当部長 

↓   

取締役社長   

↓  経理財務担当取締役 開示指示 

（決議・承認・報告）取締役会  

↓経理財務担当取締役 開示指示  

（適時開示）業務部 
決定事実・決算情報の 
適時開示 

発生事実の適時開示 

東京証券取引所 

 


